
こんにちは。「障害児学校の設置基準の策定を求め、豊かな障害児教育の実現をめざす会」（略して「めざす

会」）の村田と申します。全日本教職員組合の障害児教育部の担当もしています。 

今日は「特別支援学校設置基準」制定について、教育運動の視点で、この画面にあります 5 点を報告し

ます。 

 めざす会は 2011 年に発足し、その翌年から署名にとりくんできました。当時はそもそも「設置基準と

は何か」から説明しなげればならない状況でしたが、毎年このように署名数も紹介議員になってくださ

る議員さんの数も増えていき、これまでで累計 65 万筆を超える署名を提出してきました。この 10 年で

紹介議員さんか国会内でも相次いで取り上げてくださり、特別支援学校にだけ設置基準がない問題とす

さまじい教室不足の実態を、国会の場で追求してもらえたことが大かったと思っています。毎年めざす

会は文科省に要請してきましたが、2019 年までの 8 年間、文科省は「障害種に合わせた柔軟な対応がで

きるよう設置基準はもうけない」と全く同じ回答を繰りかえしてきましたが、ついに 2019 年 11 月に変

化がおとずれ、「設置基準の妥当性も含めて検討したい」「具体的な検討を始めている」という回答を得

ることができました。諦めそうになりながらとりくんできた私たちにとって、大きな岩が動いた！とい

う感動の瞬間でした。いよいよ「設置基準ができるかも」という段階で最初にしたのは「私たちが求め

る設置基準案づくり」です。2020 年の秋でした。全国の保護者、教職員組合の教職員らに呼びかけ、た

った 1 か月にも関わらず、組織や職場、個人から数百件の意見や要望があがってきました。急遽「障害

種別部会」を立ち上げて検討し、また大学の先生方ともディスカッションしまし、とりまとめたのが、

この「設置基準案」です。12 条までと付則がついています。この「案」は教育条件整備をすすめる上で

私たちがこれからも運動により獲得していく基準と考えていますので、内容についてかいつまんで紹介

させてください。 

 第 2 条の「学校の規模」ですが、知的特別支援が 150 人以下、それ以外の障害種はもっと小規模で

地域に根差したほうが望ましいと考え 100 人以下の上限規定を定めています。第 3 条では学部によっ

て今よりさらに定数を改善した基準としてあり、訪問と重複学級も編成を別にするものとなっていま

す。第 5 条で教員は直接子どもの指導のあたるものとして 1 学級 2 名以上とし、３項ではそれ以外の

コーディネーターや進路指導担当なども定数として配置する規定にし、さらに４項ではここにかかれ

たような専門職を必要に応じて配置するよう明示しています。第６条では子どもの健康と安全の視点

から通学要件を「家庭から学校まで１時間以内」と規定しています。第 9 条では、どの学校にも共通

に備えるべき施設を、現場の教員が意見を出しあい整理して列記しました。第 10 条は寄宿舎の設置

についてです。先ほどの保護者の竹中さんのお話の中で、通学距離が遠いと放課後等デイサービスが

利用できないとありましたが、本来学校教育法 78条に「特別支援学校には寄宿舎を設置するものと

する」とあります。子どもたちが異年齢の集団の中で生活の力をめきめきつけていく寄宿舎はすべて

の特別支援学校に必置すべきと私たちは考えます。そして付則では「設置基準施行後 2 年以内に各自

治体が整備計画を策定し、5 年以内に学校新設をおこない教室不足を解消すると明記しました。そし

て小中学校ではこの表のように特別教室が「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施

行令」に書かれているので、同様に特別支援に求める特別教室を別表として記載し、さらに障害種ご



とに備えるべき施設を部会で検討して一覧にしました。 

 文科省が 2021 年 5 月に「設置基準案」を公表しました。愕然とする案でした。このまま制定され

てはとんでもないとパブリックコメントをたくさん送るようにとりくみました。総数は 1606 件。ど

れも劣悪な現場の状況を背景にした、切実な声ですのでたくさん紹介したいのですがその中から３点

ほど絞りました。子どもに合わせた学校づくりをすすめていくためにも、子どもの発達課題を把握し

合うためにも適正規模であることが大前提です。カーテン教室や倉庫の教室で学んでいる子どもた

ち、そこで授業しなくてはならない教員。「教室そのものを規定して」という要望も多数ありました。

教室すら保障されないという、あってはならないことを確実に是正させるための規定です。分校・分

教室の多い自治体からはこの声が上がってきました。院内学級のように重要な役割を果たしている分

教室などを除いては、設置に賛同しかねるという立場です。既存校の一部を間借りしての教育の場で

はなく、適切な場に適切な基準の学校建設を求めています。  

 そして、昨年 9 月 24 日、ついに「特別支援学校設置基準」が制定されました。このように他の学

校種は従来からある「設置基準」が特別支援だけにないことは、障害のあるこどもたちへの差別でも

あると地道でねばり強い運動を続けてきたこと、市民、議員の共同が重い扉をこじ開けました。 

 そもそも設置基準とは「学校教育法第 3条」に「設置基準に従い、学校を設置しなければならない」

とされあり、その基準がようやくできたことになり、学級の編制や施設等についてが規定されます。そ

して小、中の一般校の場合は、学校教育法施行規則に、「学級数の標準」が、国庫負担に関わる法律に

は「特別教室の種類」や「通学要件」が明記されています。  

 結論から言って、特別支援の場合は、設置基準はできましたがこのような関連法の整備はなされず、

規定されていない要件が多く、小中高校と横ならびにもなっていません。 

 では、何が規定されたのかを説明します。 

まず、今年の 4月 1日で「学科の制定」が施行されました。それ以外は来年の 4月 1日から施行されま

す。前進としては「幼稚部の学級編成が 5人と明記されました。またこれからできる学校には教室や図

書室が備わることになります。特別教室の種類や数は設置者の判断とされています。 

しかし残念ながら、ここにあるようにに、重要な要件が規定されていない「設置基準」となりまし

た。 

 

最後に、５，今後のとりくみとしてすでにはじめているあらたな教育運動について報告します。 

まず、1点目はたった今申し上げた設置基準そのものの改善です。児童・生徒の上限規定、通学時間

の上限規定、特別教室の種類の明記、既存校への速やかな基準の適用など見直しを求めていくことが必

要です。「めざす会」は設置基準の策定をもとめて 10年間取り組んできました。設置基準ができたの

で、会の名称を「よりよい設置基準を求め」というように部分的に変更しました。運動によって策定さ

れた基準ですが、今年国会に出す予定でいる請願署名にはすでにこの基準の改善を求める項目が入って

います。 

2点目と 3点目はリンクします。設置基準を生かして、既存校を基準に適用させてみるとどれだけ未



充足であるかの実態を明らかにしていく取組を、各組織によびかけています。校舎面積や運動場面積を

設置基準と照らしたときに未充足な学校を学校名として把握していき交渉します。図書室や特別教室な

どがほとんどない既存校がどれだけあるのか、明らかにしながら、それをいつまでにどのような方策の

中で改善していくのか具体的な回答を求める、当局へのはたらきかけが必要です。3 月 1 日に文科省

「公立特別支援学校における教室不足調査の結果」が公表されました。2 年まえの調査より悪化してい

ます。私たちが着目しているのは、国が定めた教室不足の解消を図るための「集中取組期間」（2024 年

度まで）に教室不足状態が改善される見込みがわずか全体の 26％しか解消されないことを文科省みず

から公表している点です。さらに、「集中取組計画」を策定していない自治体が 10 府県。計画がある場

合も中身を見ると、なんの具体的改善案が示されていないもの、数年前にできたままのとても古い計画

をそのままあげている自治体もあり、実効ある改善計画になっていないものが大多数です。 

 

4点目が肝です。教室不足の解消と教育条件の改善を図るには国による財政保障がもっとも重要です。

本来設置基準の策定と国による財政保障は表裏一体であるべきものです。数字が小さくパワポに適さな

い資料ですみません。この表は 1970 年代に養護学校が義務制を迎える直前に毎年全国で設置された学

校数を示す年表です。ここで伝えたいことは、国会で採択されて国庫補助率が 3 分の２に引き上げられ

た当時は 7 年間で約 300 校が建設されたということです。その義務制当時と同じような大運動が求めら

れるのがまさに今だと思います。請願署名の紹介議員の中には早速、3 分の２への引き上げをもとめて

文教委員会などで質疑する奮闘が生まれています。国会議員の頑張りを後押しするのが、自治体からの

意見書採択運動です。さまさまな立場から国の財政支援が必要だという声をあげてくことが、重要にな

ってくると思います。 

制定された「設置基準」は、学校で学ぶ子どもたちにとっての教育環境としてはとても不十分なもの

でした。しかし、これまでなかった基準が定められ、これからは「設置基準のある時代」というあらた

な局面に入ったことは確かです。設置基準と同時に出された「通知文」に明記された文言なども、生か

しながら、各都道府県教育委員会と各校の管理職や設置者、文科省など立場の違う人たちとそれぞれ子

どもたちにとって劣悪な教育条件を改善する共通の課題として、「設置基準」を中心にすえて次なる改

善策を議論していく場をたくさん設けたいと思います。 

国が定めた「最低基準」よりさらに教育条件が下回っている全国の既存校を適用猶予し、放置してい

るという矛盾した状態です。今年も、設置基準の請願署名はこれまでの最高の 8万筆、９万筆をめざし

てとりくみます。この署名に協力してくださる、団体を広げていきたいと思います。この 10年で運動

のすそ野がひろがりました。これからもさらに共同の輪が広がることに期待してがんばりたいと思いま

す。これで私からの報告は終わります。 

（4120字） 


